
＜お問い合わせ＞ 本部町役場 住民課 住民税班 電話:４７－２４１７

（下記の図は、申告が必要かどうかの目安としてご利用ください。）

スタート

あなたは町・県民税の申告が必要ですか？？

　本部町への申告は不要です。
　令和８年１月１日に住民登録がある市区町村へお問い合わせください。

　令和８年１月１日現在、
　本部町に住所（住民登録）がありま
すか？

令和7年1月1日〜12月31日までに収入はありましたか？ 収入がなかった方は①へ、
給与収入があった方は②へ、公的年金収入があった方は③へ、給与・年金以外の所得がある方は④へ

①

収入がなかった方
（非課税所得の遺族年
金、障害年金等も含みま
す）

② 給与収入があった方 ③
公的年金収入があった
方 ④

営業、農業、不動産、
民泊等の所得があった
方

判　　定　　結　　果

A B C
簡易申告による申告が
必要です。

確定申告が必要です。

申告は不要です。

いいえ

はい

【A】へ

はい

勤務先が一か所のみで年末調
整をしている。（勤務先が複
数でも年末調整で合算してい
る場合は「はい」へ）

【C】へ

いいえ

【B】へ

公的年金収入額が400万円以
上ありますか？

はい

いいえ

給与所得以外の
収入があります
か？

はい

公的年金以外の所得が20

万円以上ありますか？

扶養控除、医療費控
除、保険控除等の追
加がありますか？

はい

【B】へ

はい

【B】へ

いいえ

はい

【B】へ

いいえ

【C】へ

はい

【B】へ

いいえ

【B】へ


